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要望等の記録及び事故報告に関する仕様書 

 

Ⅰ 要望等の記録について 

１ 関係条例 

神戸市政の透明化の推進及び公正な職務執行の確保に関する条例（平成 18 年 9月条例第 13 号） 

 

２ 要望等への基本的姿勢 

要望者の立場に立ち、誠実かつ丁寧な対応に努めてください。 

不当要求行為が行われた場合(不当要求行為が行われるおそれが切迫していると認める場

合を含む。)は、市民に信頼される公正で公平な職務の執行及び職員等の安全の確保を図る

ため、複数の職員等により組織的に毅然とした態度で対応してください。 
 

  〇不当要求行為とは（条例第２条第６号に準ずる） 

(1) 正当な理由なく次に掲げることを求める行為 

① 特定のものに対して著しく有利な又は不利な取扱いをすること。 

② 特定のものに対して義務のないことを行わせ、又はその権利の行使を妨げること。 

③ 職務上知ることのできた秘密を漏らすこと。 

④ 執行すべき職務を行わないこと。 

⑤ ①から④までに掲げるもののほか、法令等に違反すること又は職員等の職務に係る倫理

に反することを行うこと。 

(2) 職員等の公正な職務の執行を妨げることが明白である要望等をする行為 

(3) 暴力又は乱暴な言動その他の社会的相当性を逸脱する手段により要望等をする行為 

 

３ 要望等の記録 

(1)記録の対象となる要望等 

「指定管理者以外のもの」が、「指定管理者に対して行う」、「当該指定管理者の職務に関す

る」、「要望、提言、提案、相談、意見、苦情、依頼その他これらに類するもの」を指します。 

なお、要望等の内容が以下のいずれかに該当するときは、記録しないことができます。（条例

第８条に準ずる。） 

① 公式又は公開の場における要望等であって、議事録その他これに類するものとして別

途記録がなされるとき。 

② 要望等の内容が単なる問い合わせ又は事実関係の確認にすぎないことが明白であると

き。 

③ 公職者以外のものからの要望等であって、その内容が次のいずれかに該当するとき(当

該要望等の内容が自己又は第三者に特別の利益又は不利益を与えることを求めるもの

であって、公正で公平な市政運営を阻害するおそれがあると認めるときを除く。)。 

ア 日常的に行われる営業活動に係るもの 

イ 多数の者が利用する公の施設における利用者その他の関係者との間で日常的になさ

れるもの 

ウ 相談業務における要望等で職員等が多数の要望者に順次応対するような場合であっ

て、記録することが困離なもの 

エ 相談業務における要望等でその場で用件が終了し、職員等が要望者に対して改めて対

応し、又は回答する必要がないもの 



(2)要望を受けたときの流れ 

＜口頭で要望等を受けたとき＞ 

①要望等の記録 

以下ア～クまでの事項について、簡潔に記録してください。記録の際は、不実又は虚偽の

記載をしてはいけません。 

ア 要望等を受けた日 

イ 要望等を受けた方法 

ウ 要望等を受けた場所 

エ 要望者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の

団体にあっては要望等を行った者の所属する部署の名称、役職名及び氏名 

オ 要望等を受けた職員等の所属、補職及び氏名 

カ 要望等の件名及び内容 

キ 要望者に対し回答した内容 

ク 前各号に掲げるもののほか、要望等を記録するため必要な事項 

 

②市への報告等 

要望等を任意の様式に記録したら、市に報告してください。指定管理者が検討している要

望への対応方針があれば、市への報告に含めてください。 

市と要望等への対応方針について協議した場合であって、協議の結果、指定管理者の権限

で対応可能と判断された場合は、指定管理者の責任と負担において対応することとします。 

 

③要望者への回答 

要望者への回答が改めて必要な場合は、指定管理者が行うこととします。 

 

＜書面又はメール等の電磁的記録により要望等を受けたとき＞ 

①要望等の把握 

要望等の意図及び内容を正確に把握するために、要望者にその内容を確認してください。

確認の方法に指定はありません。 

 

②市への報告等、③要望者への回答 

＜口頭で要望等を受けたとき＞の場合と同様です。 

 

Ⅱ 事故報告について 

１ 概要 

(1)次項に定める事故が起きた場合は、速やかに市にご一報ください。 

(2)その上で、速やかに指定の様式で市に報告し、進捗があるごとに指定の報告書にまとめて

市に提出してください。 

  

２ 報告対象の事故 

報告対象の事故は大きく分けて「情報セキュリティインシデント」と「その他の事故」の２

つに分類され、各分類に応じた報告対象と報告様式があります。 



(1)「情報セキュリティインシデント」 

①報告が必要な事案 

情
報
漏
え
い 

情報漏えい

もしくはそ

のおそれの

あるもの 

○書類の誤交付（窓口等において誤った相手先に交付、別人の書類の混

入等） 

○郵送・電子メール・ＦＡＸの誤送付 

・宛先を誤って送付、郵便局の配達ミス 

・別人の書類、ファイルの混入 

・メールアドレスの漏えい（本来 BCC で送付すべきところを誤った場

合） 

○システムの誤操作（別人の情報を誤ってシステム内で紐づけ、非公開

情報を誤って公開等） 

○紛失・盗難 

・書類の盗難・紛失（事務室内の紛失等も含む） 

・電子記録媒体（USB メモリ等）の盗難・紛失 

※機密情報の有無に関わらず報告が必要 

・パソコンの盗難・紛失 

※機密情報の有無に関わらず報告が必要 

○内部犯行 

・利用権限のない職員による情報システムの不正利用 

 ・利用権限がある職員による情報システムの目的外利用 

○ＳＮＳ・掲示板サイトからの漏えい 

・ＳＮＳや掲示板サイトへの機密情報の記載 

 

シ
ス
テ
ム
障
害
等 

サイバー攻

撃もしくは

そのおそれ

のあるもの 

○ウイルス等のマルウェア感染 

・端末やサーバ等のマルウェア感染 

○ＷＥＢサイトの改ざん 

・ウイルス等不正なプログラムの埋め込み 

・単純な書き換え 

○DoS 攻撃、DDoS 攻撃等 

・大量の接続要求を送りつけてサーバに負荷をかける攻撃 

○外部からの不正アクセス 

・外部からのインターネット等を通じたサーバ等への不正アクセス 



システム上

の欠陥及び

誤動作 

○システム障害 

・システムやネットワークの不具合、プログラムや設定等の誤りによ

り、施設利用者の手続き等に影響が生じた場合。 

・システムやネットワークの不具合、プログラムや設定等の誤りによ

り、指定管理施設に勤務する職員の手続きや、指定管理業務に関す

る事務処理に多大な影響が生じた場合。 

上記のほか、報告の要否について判断に迷う場合は、市に相談してください。 

② 報告様式 

・様式１ 通報・検出受付票 

・様式２ 情報セキュリティインシデント報告書（情報漏えい用） 

・様式３ 情報セキュリティインシデント報告書（システム障害用） 

※提出先：chiikikyousei@city.kobe.lg.jp 

  



(2)「その他の事故」 

①報告が必要な事案 

①指定管理者（職員・

スタッフ）として

ふさわしくない行

為 

地方公務員法第29条第１項各号に準ずる事実があると思われる場合 

〇地方公務員法（昭和25年12月法律第261号） 
(懲戒) 
第29条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処
分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。 
(1) この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれらに基
づく条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違
反した場合 

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 
(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合 

②現金、物品その他

財産の亡失又はき

損 

（通常の管理の下に

おいて発生した動

植物及び物品等の

亡失・き損を除

く。） 

・現金 

  歳入歳出に属さないもの（つり銭資金、拾得金等）も含む。 

・物品 

  神戸市物品会計規則第３条(1)～(6)に準ずるもの 

〇神戸市物品会計規則（昭和39年3月規則第82号） 
(物品の整理区分) 
第3条 物品は、次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。ただし、そ
の使用程度、その他特別の理由によりこの区分によりがたい物品については、会
計管理者の承認を経て、他の区分に整理することができる。 
(1) 備品 次に掲げるもの(本市が使用のために有償又は無償で借り入れている
ものを除く。) 
ア その性質形状を変えることなく比較的長期間にわたって使用に耐えるも
の 

イ 性質は次号の消耗品に属するものであつても、標本、陳列品として保管す
べきもの 

(2) 消耗品 次に掲げるもの(前号イ及び第6号イに掲げるものを除く。) 
ア 実験用材料品として使用するもの 
イ アに掲げるもののほか、その性質形状が1回又は短期間の使用によつて効
用を失うもの(次号から第5号までに掲げるものを除く。) 

ウ 贈与を目的とするもの 
エ 比較的長期間にわたつて使用される物品で前号アの備品の程度に至らな
いもの 

(3) 材料品 工事又は作業の用に供し、建造物、製作品、加工品等の実体を構成
するもの 

(4) 郵便切手類 郵便切手、収入証紙、乗車券その他これらに類するもの 
(5) 生産品 労力及び器具機械等を利用して産出したもので売却を目的とする
もの 

(6) 借用物品 次に掲げるもの(本市が使用のために有償又は無償で借り入れて
いるものに限る。) 
ア その性質形状を変えることなく比較的長期間にわたつて使用に耐えるも
の 

イ 性質は第2号の消耗品に属するものであつても、標本、陳列品として保管す
べきもの 

・その他財産 

  現金及び物品を除く、市及び指定管理者の所有に属する財産 

  ※指定管理者の所有に属する財産については、施設の管理運営

に支障が出る場合 

③指定管理者が職務

において第三者に

損害を与えた事実

又は財産若しくは

営造物により第三

者に損害を与えた

事実 

以下の場合であり、いずれも人身・物損、故意・過失を問わない。 

・指定管理者が職務において、他人に損害を与えた場合 

・施設や財産の設置又は管理に瑕疵があったために、他人に損害が生

じたと思われる場合 

・その他施設の使用関係等において他人に損害が生じた場合 

上記のほか、報告の要否について判断に迷う場合は、市に相談してください。 

 



②報告様式 

・様式４ 事故等速報 

・様式５ 事故報告書兼通知書（自動車事故以外） 

・様式６ 自動車事故報告書兼通知書 

※提出先：chiikikyousei@city.kobe.lg.jp 

 


